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町
内
に
あ
る
源
氏
物
語

ゆ
か
り
の
石
碑

今
年
は
、
源
氏
物
語
が
記
録
上

確
認
さ
れ
て
か
ら
千
年
を
迎
え
ま

す
。
市
で
は
京
都
府
な
ど
と
源
氏

物
語
千
年
紀
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

記
念
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
月
は
、
源
氏
物
語
に
ち

な
ん
だ
問
題
で
す
。

区
内
に
は
、
源
氏
物
語
の
登
場

人
物
と
同
じ
名
前
の
つ
い
た
町
名

が
あ
り
ま
す
が
、
次
の
ど
れ
で
し

ょ
う
。

�
塩
竈
町

�
朝
妻
町

�
夕
顔
町

は
が
き
に
、
ク
イ
ズ
の
答
え
・

郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
年
齢

の
ほ
か
紙
面
へ
の
感
想
を
書
い
て
、

２
月
２９
日
（
金
）
必
着
で
、
〒
６００

―

８
５
８
８
（
住
所
記
載
不
要
）
下

京
区
役
所
総
務
課
「
謎
と
き
�
下

京
」の
係
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で
２
人

の
方
に
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

当
選
の
発
表
は
、
記
念
品
の
発
送

を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
な
お
、
回
答
は
４
月
１５
日

号
に
掲
載
し
ま
す
。

１２
月
１５
日
号
の
解
答

當
道
制
度
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、

�
室
町
時
代
で
し
た
。

�昨年は放火火災が減少
下京区では平成１９年中に１３件の火災が
発生し、一昨年に比べ６件減少しました。
火災原因で見ると、放火（疑いを含む）
が一昨年の９件から３件へと大幅に減少
し、火災件数全体の減少につながりまし
た。これは、区民の皆さんによる防火の
見回りや放火されない環境づくりへの取
組の成果が現れてきたものと考えられ、
今後も放火防止に向けたより一層の取組
が重要であるといえます。
�過去最悪の焼死者数
昨年の火災による死者数は６名（前年
比５名の増加）で、過去最多であった昭
和５２年の５名を超える最悪の結果となり
ました。年齢別で見ると、６名中５名が
６５歳以上の高齢者であり、また、残る１
名も６０歳以上の方で、高齢者を火災から
守ることが急務となっています。
�火を出さないために
揺れを感じた場合や転倒した場合に自
動的に消火する装置や、異常過熱防止装
置などの安全装置が付いた暖房器具、ま
た、天ぷら油の過熱をセンサーで感知し
て自動的に火を消したり、コンロの火が
立ち消えした場合に自動的にガスを止め

る機能が付いた安全な調理器具を使いま
しょう。
�火災から逃げ遅れないために
高齢者や乳幼児、身体の不自由な方な
どは、逃げ遅れを防ぐため１階で就寝す
るのが安全です。迅速な避難のために、
日ごろから避難口は二方向に確保し、避
難路に物を置かないようにしましょう。
万が一火災が発生した場合、炎が天井ま
で達したら初期消火は困難なので素早く
避難し、一度避難したら絶対に家の中に
戻らないでください。
�火事を早く知るために
「住宅用火災警報器」を
設置しましょう。屋外に警報ブザーを設
置して近隣に知らせることもできます。
�すばやく火を消すために
軽量で扱いやすい「住宅用消火器」を
台所、玄関、２階などに置きましょう。
火災の熱を感知して自動的に消火薬剤を
放出する「住宅用自動消火装置」も初期
消火に大きな効果があります。
�火を広げないために
寝具や衣類、カーテンなどは燃えにく
く加工された「防炎製品」を使用しましょ
う。
�地域のみんなで力を合わせましょう
ひとり暮らしの高齢者や高齢者だけの
世帯、日中には高齢者や幼児だけが家に
いる世帯が増えています。隣近所の協力
体制をつくり、地域ぐるみで火災の発生
防止に取り組みましょう。

こ
ん
に
ち
は
、
け
す
ぞ
う

君
で
す
。

今
回
は
、
平
成
１９
年
の
下

京
区
の
火
災
発
生
状
況
と
今

後
の
防
火
対
策
に
つ
い
て
お

話
を
し
ま
す
。

火災から命を守るためにけすぞう君の防災 Q&A

ルール違反です
信●号●無●視

自転車の信号無視に
よる事故が、起こって
います。また、自転車
が歩行者と衝突して加
害者となる事故も増え
ています。交通ルール
を守り事故防止に努め
ましょう。

これからネコを飼おうとする方ヘ
ネコの飼育には、日々の世話があり、病気になれば治療
費も掛かります。また「子ネコのときはかわいかったけど、
大きくなったら手に負えない」「引越し先がペット禁止だか
ら連れて行けない」など、将来のことも考えて飼うかどう
かを決めることが大切です。
ネコを飼うと、飼い主にいろいろな責務が発生します。
命ある動物の飼い主として、責任を十分に自覚し、より良
い飼い主になれるよう次のことに心掛けましょう。

「ネコを飼うときの留意事項」
�飼いネコとわかるような名札や標識（飼い主の連絡先を
記入した首輪など）を装着しましょう。
�子ネコを望まない場合は、避妊・去勢手術を受けさせま
しょう。
�ネコが、人に迷惑を掛けることのないようにしましょう。
他人にケガをさせたり、他人の財産に損害を与えた場合
には、飼い主としての責任が問われます。
�近所に迷惑を掛けないよう、フンや尿
のしつけをしましょう。
�交通事故や感染症からネコを守るため
にも、屋内で飼育しましょう。
� 衛生課食品衛生担当（�３７１―７２９９）

市
で
は
、
平
日
の
昼
間
に
区
役
所
へ
お
越
し
に
な
り
に

く
い
方
の
た
め
に
、
窓
口
の
取
扱
時
間
を
延
長
し
、
ま
た
、

土
曜
日
も
ご
利
用
い
た
だ
け
る
証
明
書
発
行
コ
ー
ナ
ー
を

市
内
５
か
所
の
駅
に
設
け
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

区
役
所
・
支
所
（
出
張
所
を
除

く
）
で
は
、
毎
月
第
１
・
第
３
木

曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
に
市
民
窓

口
課
・
福
祉
介
護
課
・
保
険
年
金

課
の
一
部
業
務
を
午
後
７
時
ま
で

延
長
し
て
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

特
に
需
要
の
多
い
証
明
書
の
発

行
や
転
入
・
転
出
に
伴
う
手
続
き

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
出
張
所
や
他
都
市
へ
の

問
合
せ
が
必
要
な
場
合
や
処
理
に

時
間
が
か
か
る
場
合
な
ど
は
、
そ

の
場
で
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

開
所
時
間

平
日
午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
７
時
、
土
曜
日
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時（
祝
日
、
休
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）

設
置
場
所

地
下
鉄
の
北
大
路
駅

・
山
科
駅
・
四
条
駅
・
竹
田
駅
、

阪
急
桂
駅

取
り
扱
う
証
明
書

住
民
票
の
写

し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、

印
鑑
登
録
証
明
書
、
登
録
原
票
記

載
事
項
証
明
書
、
税
関
係
証
明
書

※
税
関
係
証
明
書
は
、
平
日
午
後

５
時
か
ら
７
時
及
び
土
曜
日
は
即

日
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
。
受
付

の
み
を
行
い
、
交
付
は
翌
開
所
日

以
降
（
翌
開
所
日
が
土
曜
日
の
場

合
を
除
く
）
に
な
り
ま
す
。

区
内
の
証
明
書
発
行
コ
ー
ナ
ー

地
下
鉄
四
条
駅
の
南
寄
り
に
あ

る
定
期
券
売
場
の
横
で
す
。

証
明
書
の
請
求
を
す
る
際
に
は
、
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
な
ど
ご
本
人
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ご存じですか

夜
間
や
土
曜
日
も
住
民
票
な
ど
の

証
明
書
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す

タ
ー
ミ
ナ
ル
証
明
書

発
行
コ
ー
ナ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

子ども医療、児童手当、介護保険（資格・賦
課・収納）福祉介護課

国民健康保険、老人保健

右に記載した
業務のうち、
転入・転出に
伴う手続き保険年金課

住民基本台帳、戸籍、印鑑登
録、外国人登録

市民窓口課

戸籍謄抄本、住民票の写し、
印鑑証明書、所得証明など証明書発行

サービス窓 口 午
後
５
時
以
降
も
取
り
扱
う

サ
ー
ビ
ス

『春の火災予防運動』
３月１日～７日

お願い

安心安全の 
まちかど 
安心安全の 
まちかど 
安心安全の 
まちかど 

第
１
・
第
３
木
曜
日
は

一
部
業
務
を
午
後
７
時
ま
で
延
長

区役所
・支所

（３） 市 民 し ん ぶ ん 下京区版第１４６号平成２０年２月１５日


